
２　個人情報取扱事務開始届等について
(1) 届出期間　令和元年10月1日～令和元年12月27日

(2) 届出件数　開始届6件　変更届4件　目的外利用等届出書196件（目的外利用19件、目的外提供177件）

(3) 届出内容
ア　個人情報取扱事務開始届

No. 事務の名称 所掌組織名 事務の目的 根拠法令等 対象者の範囲 開始年月日 保管方法 基本的な記録項目 その他記録項目
委託又は指定
管理者による
管理

収集先
経常的な目
的外利用等

情報提供ネ
ットワーク
による情報
の提供

1 介護予防・日
常生活支援総
合事業（新し
い総合事業）

市長
福祉部
長寿包括ケア課

高齢者が自立した生活
を送るために、要支援
状態から自立に向かう
こと、また、重症化を
予防すること等高齢者
自ら取り組み、支援を
受けるだけではなく、
高齢者自身が支援する
側に回るよう「参加」
「活動」の視点を取り
入れながら介護予防を
目指すもの。

介護保険法第
115条の45、
介護予防・日
常生活支援総
合事業ガイド
ライン

65歳以上の高
齢者と40歳以
上65歳未満の
要支援認定を
受けた者

平成29年4月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、ＦＡ
Ｘ番号、心身の
状態（健康状
態・病歴・障
害・身体的特
性・能力）、家
族状況、親族構
成・続柄、緊急
連絡先、住居関
係、生活歴（婚
姻・離婚・職
業・職歴）、公
的扶助、納税状
況、介護保険認
定、介護保険給
付状況、生活状
況、生活機能・
ＱＯＬ、体力測
定結果

[一部委託]
・市民が介護予
防 ・ 生 活 支援
サービスを利用
するにあたり、
地域包括支援セ
ンター及び居宅
介護支援事業所
はケアプラン・
基本情報・利用
実績報告書を作
成する。

･本人
･本人以外（条
例第6条第2項第
2号該当）家
族、前橋市社会
福祉協議会、地
域包括支援セン
ター、居宅サー
ビス支援事業
所、前橋地域リ
ハビリテーショ
ン広域支援セン
ター、地域リハ
ビリテーション
支援施設、配食
事業者、介護予
防サポーター

無 無

2 高齢者支援配
食サービス事
業

市長
福祉部
長寿包括ケア課

65歳以上の高齢者で買
物・調理が困難な方、
低栄養の予防・改善が
必要な方に、身体の状
況を考慮した食事を提
供することで、栄養改
善や見守りを実施する
もの。

介護保険法第
115条の45

65歳以上の配
食サービス利
用者

平成29年4月1日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、ＦＡ
Ｘ番号、心身の
状態（健康状
態・病歴・障
害・身体的特
性・能力）、家
族状況、親族構
成・続柄、緊急
連絡先、住居関
係、生活歴（婚
姻・離婚・職
業・職歴）、公
的扶助、納税状
況、介護保険認
定状況、介護保
険給付状況、生
活状況

[一部委託]
・地域包括支援
センター及び居
宅介護支援事業
所は配食サービ
ス 利 用 者 申請
書、基本情報、
ケアプランを作
成し、市に提出
するとともに、
配食事業者に配
食依頼する。
・前橋市社会福
祉協議会は、ボ
ランティア配食
サービス決定通
知を対象者に送
付するとともに
配食ボランティ
アに配達依頼す
る。

･本人
･本人以外（条
例第6条第2項第
2号該当）家
族、前橋市社会
福祉協議会、地
域包括支援セン
ター、居宅サー
ビス支援事業
所、配食事業
者、配食ボラン
ティア

無 無

3 「前橋空襲を
語り継ぎ、平
和資料を収集
展示の形の検
討会」運営事
務

市長
文化スポーツ観光部
文化国際課

「前橋空襲を語り継
ぎ、平和資料を収集展
示の形の検討会」の開
催に伴い、傍聴者の受
付を実施するため。

「前橋空襲を
語り継ぎ、平
和資料を収集
展示の形の検
討会」への出
席者

令和元年11月7日 文書 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

所属団体 無 ･本人 無 無



No. 事務の名称 所掌組織名 事務の目的 根拠法令等 対象者の範囲 開始年月日 保管方法 基本的な記録項目 その他記録項目
委託又は指定
管理者による
管理

収集先
経常的な目
的外利用等

情報提供ネ
ットワーク
による情報
の提供

4 介護保険事業
計画（在宅介
護実態調査）

市長
福祉部
介護保険課

老人福祉計画・第8期
介護保険事業計画（ま
えばしスマイルプラ
ン）の策定に係る基礎
データとして活用する
ため。

老人福祉法第
20条の8
介護保険法第
117条

在宅介護実態
調査の調査票
提出者

令和元年11月30日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☑その他識別番号
☐氏名
☑性別
☐生年月日
☐住所

世帯状況、就業
状況、生活状
況、傷病・心身
の状況、介護保
険サービス利用
状況、介護保険
以外のサービス
利用状況、訪問
診療利用の有
無、介護者によ
る介護状況、医
師の意見、要介
護認定判定内容

無 ･本人
･本人以外（条
例第6条第2項第
2号該当）介護
者
･実施機関内
（介護保険課）

無 無

5 災害救助経費
求償用務

市長
財務部
財政課

災害救助法に基づく救
助に要した経費につい
て、事務委任元の地方
公共団体に対する求償
事務を正確に行うた
め。

災害救助法、
災害救助事務
取扱要領（内
閣府）

被災者、避難
者

令和元年12月11日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

電話番号 無 実施機関内（防
災危機管理課）

無 無

6 義援金配分事
務

市長
福祉部
社会福祉課

災害等により被害を受
けた方へ義援金を配分
する。

災害により生
命、身体及び
財産に被害を
受けた者

令和元年12月16日 文書
電子記憶媒体

☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、金融
機関名、支店
名、預金種別、
口座番号、口座
名義人、罹災場
所、罹災物件、
罹災日時、罹災
原因、被害の程
度

無 ･本人
･実施機関内
（資産税課）

無 無



イ　個人情報取扱事務変更届

No. 事務の名称 所掌組織名 変更年月日 変更前の内容 変更後の内容 理由

1 高齢者施策推
進協議会委員
選考事務

市長
福祉部
長寿包括ケア課

平成21年4月1日 【個人情報取扱事務の名称】
高齢者施策推進協議会委員選考事務

【個人情報の対象者の範囲】
20歳以上の市民で募集に応じた者

【個人情報取扱事務の名称】
前橋市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会委員選考事
務

【個人情報の対象者の範囲】
18歳以上の市内に在住または在学の者で、募集に応じた
者

平成21年4月1日に前橋市高齢者施策推進協議会
条例は廃止となり、前橋市社会福祉審議会条例
が施行され、高齢者福祉に関する事項を調査審
議する「高齢者福祉専門分科会」となったた
め。
また、新たにオブサーバーとして「市内に在住
または在学の大学生・短大生・専門学校生等」
を募集するため、対象者の範囲を改めるもの。

2 生活困窮者自
立支援制度事
務

市長
福祉部
社会福祉課

平成29年6月1日 【個人情報の対象者の範囲】
現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することが
できなくなるおそれのある者（生活困窮者自立支援法第
二条）

【個人情報の対象者の範囲】
左記に「まえばしフードバンク事業における食品等の提
供者（寄付者）」を加える。

生活困窮者自立支援制度事務として実施してい
る「まえばしフードバンク事業」において、食
品等の提供（寄付）をしていただいた市民に対
し、フードバンクまえばしにおける活動状況等
のチラシを送付し、事業への周知・理解を促進
することを目的に、食品等の提供（寄付）者の
住所及び氏名について個人情報を収集すること
から、個人情報の対象者の範囲について追記
し、変更を行うもの。

3 駅前駐輪場・
駐車場監視カ
メラ設置・運
営事業

市長
建設部
道路管理課

令和2年2月1日 【個人情報取扱事務の名称】
駅前駐輪場・駐車場監視カメラ設置・運営事業

【個人情報取扱事務の目的】
駐輪場・駐車場敷地内に監視カメラを設置することで、
施設の安全管理を図る。また、撮影した画像を一定期
間、保存する。

【個人情報取扱事務の名称】
駅前駐輪場・駐車場等監視カメラ設置・運営事業

【個人情報取扱事務の目的】
駐輪場、駐車場及び駅前公衆トイレに監視カメラを設置
することで、施設の安全管理を図る。また、撮影した画
像を一定期間、保存する。

駅前公衆トイレの入り口に新たに監視カメラを
設置するため。

4 介護保険事業
計画需要調査

市長
福祉部
長寿包括ケア課

令和元年7月23日 【個人情報取扱事務の名称】
介護保険事業計画需要調査

【根拠法令】
介護保険法第107条第5項

【その他の項目】
年代、健康状態・病歴、障害、身体的特性・能力、家族
状況、親族関係、居住関係、財産・収入

【委託又は指定管理者による管理】
有、委託（一部）封入封緘事業者（封入封緘業務）

【個人情報の収集先】
　本人
本人以外（家族、介護者）条例第6条第2項第2号該当

【個人情報取扱事務の名称】
老人福祉計画・介護保険事業計画需要調査

【根拠法令】
老人福祉法第20条の8、介護保険法第117条第5項

【その他の項目】
左記に「介護保険認定状況」を加える。

【委託又は指定管理者による管理】
無

【個人情報の収集先】
左記に「実施機関内　長寿包括ケア課、介護保険課」を
加える。

まえばしスマイルプラン（老人福祉計画・介護
保険事業計画）の策定に係る需要調査であるた
め、名称を改め、根拠法令も老人福祉法を追記
するもの。
また、次期計画策定に向けた調査内容の詳細が
国から示され、今回の調査対象者が、要支援
者、介護予防・日常生活支援総合事業対象者、
一般高齢者となったため、調査実施に必要な内
容について変更を行うもの。また、今回の調査
は、封入封緘業務について業務委託は行なわな
い。
なお、市町村が、生活圏域における被保険者の
心身状況、生活実態、ニーズなどを把握し、こ
れらの事情を勘案した計画内容とするよう努め
ることが定められているのは、介護保険法第
117条第5項であり、前回の変更届の内容「介護
保険法第107条第5項」が誤りであったため、修
正するもの。



エ　個人情報目的外利用等届出書（目的外利用）

No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先

1 理美容所開設
関係事務

市長
健康部
衛生検査課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 地方税法第20条の11に基づき、固定資産税
（償却資産）賦課事務に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

資産税課

2 クリーニング
所開設関係事
務

市長
健康部
衛生検査課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 地方税法第20条の11に基づき、固定資産税
（償却資産）賦課事務に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

資産税課

3 前橋市農業振
興地域整備計
画

市長
農政部
農政課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月19日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

地区、除外地地番、地目、面積、利用者氏
名、所有者氏名、土地改良実施状況、除外要
件の適否

納税義務者等に対して、前橋市農業振興地域
整備計画の変更により、農用地区域からの除
外・編入があった土地を把握する必要がある
ため、地方税法第20条の11に基づき、情報提
供を行うもの。

条例第8条第
2項第1号

資産税課

4 市営住宅管理
事務

市長
都市計画部
建築住宅課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

入居の有無、入居団地、入居開始年月日、退
去年月日、続柄、家賃額、家賃滞納額

児童虐待の防止等を実施する上で必要なため
（児童福祉法第25条の3及び児童虐待の防止等
に関する法律第13条の4に基づく照会）。

条例第8条第
2項第1号

子育て支援課

5 高額療養費支
給事務

市長
健康部
国民健康保険課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

記号番号、所得区分 国民健康保険法施行規則第27条の12の2に基づ
き、特定疾病給付対象療養における所得区分
連絡を行うため。

条例第8条第
2項第1号

保健予防課

6 高額療養費支
給事務

市長
健康部
国民健康保険課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月3日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

記号番号、所得区分 国民健康保険法施行規則第27条の12の2に基づ
き、特定疾病給付対象療養における所得区分
連絡を行うため。

条例第8条第
2項第1号

保健予防課

7 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月18日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋課税台帳の一部、家屋平面図 土地区画整理法第74条により、土地区画整理
事業換地処分業務に使用するため。

条例第8条第
2項第1号

市街地整備課

8 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月3日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 土地区画整理法第74条の規定に基づき、補償
金の算定資料として必要なため。

条例第8条第
2項第1号

区画整理課

9 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月9日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 土地区画整理法第74条の規定に基づき、補償
金の算定資料として必要なため。

条例第8条第
2項第1号

区画整理課



No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先

10 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月13日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 土地区画整理法第74条の規定に基づき、補償
金の算定資料として必要なため。

条例第8条第
2項第1号

区画整理課

11 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月13日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 土地区画整理法第74条の規定に基づき、補償
金の算定資料として必要なため。

条例第8条第
2項第1号

区画整理課

12 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年1月7日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 土地区画整理法第74条により、土地区画整理
事業換地処分業務に使用するため。

条例第8条第
2項第1号

市街地整備課

13 防災事務関係
用務

市長
総務部
防災危機管理課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月11日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

電話番号 令和元年台風第19号対応における災害救助法
適用を踏まえ、応急救助事務「避難所の設
置」及び救助事務費に関して、災害救助法第
30条に基づき一時繰替支弁した費用を群馬県
へ求償するため、とりまとめ担当課である財
政課に関係資料（避難所名簿）を提出するも
の。

条例第8条第
2項第5号

財政課

14 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

令和元年台風第19号により被災した方へ、群
馬県、日本赤十字社、共同募金会等で受付を
行った義援金について、「群馬県義援金募
集・配分委員会」で決定した配分基準に基づ
き、義援金の配分を行うため。

条例第8条第
2項第5号

社会福祉課

15 介護予防・日
常生活支援総
合事業（新し
い総合事業）

市長
福祉部
長寿包括ケア課

☑利用
☐提供

☐一時的
☑時限的
☐経常的

令和元年12月12日
から令和6年3月31
日まで

☐個人番号
☑その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

基本チェックリスト結果 老人福祉計画・第8期介護保険事業計画（まえ
ばしスマイルプラン）の策定の基礎データと
して活用するため。

条例第8条第
2項第5号

長寿包括ケア課

16 介護保険制度
に係る保険給
付に関する事
務

市長
福祉部
介護保険課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月19日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

給付実績情報（サービス提供年月、介護保険
事業所番号、介護保険サービス、利用者負担
額、高額介護サービス費、高額医療介護合算
サービス費）

高額障害福祉サービス等給付費の支給額を算
定するため。

条例第8条第
2項第5号

障害福祉課

17 介護保険制度
に係る要介護
認定及び要支
援認定に関す
る事務

市長
福祉部
介護保険課

☑利用
☐提供

☐一時的
☑時限的
☐経常的

令和元年12月12日
から令和6年3月31
日まで

☐個人番号
☑その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

介護保険認定状況 老人福祉計画・第8期介護保険事業計画（まえ
ばしスマイルプラン）の策定の基礎データと
して活用するため。

条例第8条第
2項第5号

長寿包括ケア課

18 介護保険制度
に係る要介護
認定及び要支
援認定に関す
る事務

市長
福祉部
介護保険課

☑利用
☐提供

☐一時的
☑時限的
☐経常的

令和 元年11月30
日から令和5年3月
31日まで

☐個人番号
☑その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

医師の意見、要介護認定判定内容 老人福祉計画・第8期介護保険事業計画（まえ
ばしスマイルプラン）の策定の基礎データと
して活用するため。

条例第8条第
2項第5号

介護保険課



No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先

19 介護保険制度
に係る保険給
付に関する事
務

市長
福祉部
介護保険課

☑利用
☐提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年1月6日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

給付実績情報（サービス提供年月、事業所番
号、事業所名称、サービス種類コード、利用
者負担額、公費請求額、高額介護サービス
費、高額医療介護合算サービス費）

高額障害福祉サービス等給付費の支給額を算
定するため。

条例第8条第
2項第5号

障害福祉課



オ　個人情報目的外利用等届出書（目的外提供）

No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

1 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月29日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

遺失物法第12条に基づき、遺失者へ
返還するため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無

2 印鑑登録及び
証明に関する
事務

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月1日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 遺失物法第12条に基づき、遺失者へ
返還するため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無

3 印鑑登録及び
証明に関する
事務

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年1月7日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 遺失物法第12条に基づき、遺失者へ
返還するため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無

4 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月16日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第18条第1項、第2項及び
同第57条第4項の規定に基づき、不
動産の現況調査について必要なた
め。

条例第8条第
2項第1号

前橋地方裁判
所

無

5 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月17日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第18条第1項、第2項及び
同第57条第4項の規定に基づき、不
動産の現況調査について必要なた
め。

条例第8条第
2項第1号

前橋地方裁判
所

無

6 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月23日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第18条第1項、第2項及び
同第57条第4項の規定に基づき、不
動産の現況調査について必要なた
め。

条例第8条第
2項第1号

前橋地方裁判
所

無

7 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月24日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第18条第1項、第2項及び
同第57条第4項の規定に基づき、不
動産の現況調査について必要なた
め。

条例第8条第
2項第1号

前橋地方裁判
所

無

8 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月24日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第18条第1項、第2項及び
同第57条第4項の規定に基づき、不
動産の現況調査について必要なた
め。

条例第8条第
2項第1号

前橋地方裁判
所

無

9 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月29日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第18条第1項、第2項及び
同第57条第4項の規定に基づき、不
動産の現況調査について必要なた
め。

条例第8条第
2項第1号

前橋地方裁判
所

無

10 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月30日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第18条第1項、第2項及び
同第57条第4項の規定に基づき、不
動産の現況調査について必要なた
め。

条例第8条第
2項第1号

前橋地方裁判
所

無



No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

11 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月30日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第18条第1項、第2項及び
同第57条第4項の規定に基づき、不
動産の現況調査について必要なた
め。

条例第8条第
2項第1号

前橋地方裁判
所

無

12 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月30日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第18条第1項、第2項及び
同第57条第4項の規定に基づき、不
動産の現況調査について必要なた
め。

条例第8条第
2項第1号

前橋地方裁判
所

無

13 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月18日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第18条第1項、第2項及び
同第57条第4項の規定に基づき、不
動産の現況調査について必要なた
め。

条例第8条第
2項第1号

前橋地方裁判
所

無

14 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月18日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第18条第1項、第2項及び
同第57条第4項の規定に基づき、不
動産の現況調査について必要なた
め。

条例第8条第
2項第1号

前橋地方裁判
所

無

15 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月25日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第18条第1項、第2項及び
同第57条第4項の規定に基づき、不
動産の現況調査について必要なた
め。

条例第8条第
2項第1号

前橋地方裁判
所

無

16 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月25日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第18条第1項、第2項及び
同第57条第4項の規定に基づき、不
動産の現況調査について必要なた
め。

条例第8条第
2項第1号

前橋地方裁判
所

無

17 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月25日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第18条第1項、第2項及び
同第57条第4項の規定に基づき、不
動産の現況調査について必要なた
め。

条例第8条第
2項第1号

前橋地方裁判
所

無

18 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月26日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第18条第1項、第2項及び
同第57条第4項の規定に基づき、不
動産の現況調査について必要なた
め。

条例第8条第
2項第1号

前橋地方裁判
所

無

19 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月3日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第18条第1項、第2項及び
同第57条第4項の規定に基づき、不
動産の現況調査について必要なた
め。

条例第8条第
2項第1号

前橋地方裁判
所

無

20 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月3日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第18条第1項、第2項及び
同第57条第4項の規定に基づき、不
動産の現況調査について必要なた
め。

条例第8条第
2項第1号

前橋地方裁判
所

無



No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

21 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年1月6日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第18条第1項、第2項及び
同第57条第4項の規定に基づき、不
動産の現況調査について必要なた
め。

条例第8条第
2項第1号

前橋地方裁判
所

無

22 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年1月6日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第18条第1項、第2項及び
同第57条第4項の規定に基づき、不
動産の現況調査について必要なた
め。

条例第8条第
2項第1号

前橋地方裁判
所

無

23 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年1月7日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第18条第1項、第2項及び
同第57条第4項の規定に基づき、不
動産の現況調査について必要なた
め。

条例第8条第
2項第1号

前橋地方裁判
所

無

24 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年1月7日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 民事執行法第18条第1項、第2項及び
同第57条第4項の規定に基づき、不
動産の現況調査について必要なた
め。

条例第8条第
2項第1号

前橋地方裁判
所

無

25 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

生活保護受給の有無 地方税法第20条の1に基づき滞納整
理上必要なため。

条例第8条第
2項第1号

むつ市 無

26 印鑑登録及び
証明に関する
事務

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

死亡届出前の印鑑登録の有無（有） 弁護士法第23条の2による照会のた
め。

条例第8条第
2項第1号

群馬弁護士会 無

27 市営住宅管理
事務

市長
都市計画部
建築住宅課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月19日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

電話番号　勤務先 弁護士法第23条の2による照会のた
め。

条例第8条第
2項第1号

札幌弁護士会 無

28 農地法事務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月18日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

地目、地積、地番、農地法第3条の許可状況
の有無、農地法第5条の許可状況の有無
（無）

弁護士法第23条の2による照会のた
め。

条例第8条第
2項第1号

群馬弁護士会 無

29 職員人事情報
取扱事務

公立大学法人前橋工科
大学
前橋工科大学事務局
総務課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

弁護士法第23条の2による照会のた
め。

条例第8条第
2項第1号

群馬弁護士会 無

30 高額療養費支
給事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月7日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

記号番号、所得区分 国民健康保険法施行規則第27条の12
の2に基づき、特定疾病給付対象療
養における所得区分連絡を行うた
め。

条例第8条第
2項第1号

群馬県保健予
防課

無



No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
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目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

31 高額療養費支
給事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月18日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

記号番号、所得区分 国民健康保険法施行規則第27条の12
の2に基づき、特定疾病給付対象療
養における所得区分連絡を行うた
め。

条例第8条第
2項第1号

群馬県保健予
防課

無

32 高額療養費支
給事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月18日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

記号番号、所得区分 国民健康保険法施行規則第27条の12
の2に基づき、特定疾病給付対象療
養における所得区分連絡を行うた
め。

条例第8条第
2項第1号

群馬県保健予
防課

無

33 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月4日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

保護決定履歴、本籍、学歴、扶養義務者、電
話番号、居住状況、資産状況、申請理由、保
護経過記録、生活暦及び現況、心身の状況、
健康保険情報、年金情報、負債状況、保護費
支給額、口座情報、保護の種類、就労状況、
医療機関受診記録

生活保護法第29条に基づき、本市に
おける対象者の生活保護受給記録に
係る照会があったため。

条例第8条第
2項第1号

大阪市西成区
保険福祉セン
ター

無

34 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月25日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

保護決定履歴、本籍、学歴、扶養義務者、電
話番号、居住状況、資産状況、申請理由、保
護経過記録、生活暦及び現況、心身の状況、
健康保険情報、年金情報、負債状況、保護費
支給額、口座情報、保護の種類、就労状況、
医療機関受診記録

生活保護法第29条に基づき、本市に
おける対象者の生活保護受給記録に
係る照会があったため。

条例第8条第
2項第1号

伊勢崎市福祉
事務所

無

35 国民健康保険
税賦課事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月25日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険税額、被保険者番号、保険者番
号及び徴収方法

生活保護法第29条に基づき照会が
あったため。

条例第8条第
2項第1号

伊勢崎市福祉
事務所

無

36 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月18日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

保険証記号番号、診療報酬明細書の写し 労働者災害補償保険法第49条の3に
基づく保険給付支給可否の判断に必
要なため。

条例第8条第
2項第1号

熊谷労働基準
監督署

無

37 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月12日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

軽自動車の車名、車種、車体番号、取得日、
異動事由、非課税区分

国税通則法第74条の12の規定に基づ
き、国税滞納処分に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

関東信越国税
局

無

38 固定資産税
（家屋）賦課
事務

市長
財務部
資産税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月17日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

家屋平面図 国税通則法第74条の12の規定に基づ
き、所得税、法人税、相続税、消費
税、酒税の調査について必要なた
め。

条例第8条第
2項第1号

前橋税務署 無

39 動物取扱業登
録関係事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号、登録番号、登録年月日 国税通則法第74条の12第6項に基づ
く税務調査等のため。

条例第8条第
2項第1号

前橋税務署 無

40 国民年金被保
険者の記録管
理事務

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

国民年金保険料納付記録 国民年金法第108条第1項に基づき、
審査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

厚生労働省関
東信越厚生局
長

無



No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
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41 被保険者資格
台帳作成事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月31日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険加入状況及び被保険者番号 国民健康保険法第113条の2に基づき
照会があったため。

条例第8条第
2項第1号

大阪府河内長
野市

無

42 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月5日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

保険者番号・被保険者証記号番号・国民健康
保険資格情報・包括的合意に基づく保険者間
調整可否

国民健康保険法第113条の2に基づき
照会があったため。

条例第8条第
2項第1号

大阪市淀川区
役所窓口サー
ビス課

無

43 農地法業務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地番、地目、面積、農地法第4条の許可の有
無、農地法第5条の許可の有無、許可内容

土地改良法第118条第6項に基づき地
権者の情報を提供する。

条例第8条第
2項第1号

農村整備課 無

44 市営住宅管理
事務

市長
都市計画部
建築住宅課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年1月8日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

居住の有無 国税徴収法第141条に基づき、調査
に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

群馬県前橋行
政県税事務所

無

45 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月9日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

保護決定履歴、口座情報、保護費支給額、保
護の種類

国税徴収法第146条の2の規定に基づ
き、国税等の滞納処分に必要がある
ため。

条例第8条第
2項第1号

世田谷税務署 無

46 食品営業許可
事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、資格情報 国税徴収法第146条の2に基づく国税
等の滞納処分のため。

条例第8条第
2項第1号

前橋税務署 無

47 食品営業許可
事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月18日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、資格情報 国税徴収法第146条の2に基づく国税
等の滞納処分のため。

条例第8条第
2項第1号

前橋税務署 無

48 食品営業許可
事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年1月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、資格情報 国税徴収法第146条の2に基づく国税
等の滞納処分のため。

条例第8条第
2項第1号

前橋税務署 無

49 不当要求行為
等関係事務

市長
総務部
行政管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月3日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

本市への不当要求行為等に関する対応記録 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無

50 駅施設監視カ
メラ設置・運
営事業

市長
政策部
交通政策課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要であるため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無
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51 駅施設監視カ
メラ設置・運
営事業

市長
政策部
交通政策課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要であるため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無

52 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要であるため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無

53 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要であるため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無

54 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月23日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要であるため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無

55 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要であるため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無

56 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月30日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要であるため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無

57 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月31日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要であるため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無

58 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月31日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要であるため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無

59 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月31日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要であるため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無

60 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月31日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要であるため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無



No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

61 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要であるため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無

62 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要であるため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無

63 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月22日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要であるため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無

64 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要であるため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無

65 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月4日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要であるため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無

66 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要であるため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無

67 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月19日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要であるため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無

68 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月19日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要であるため。

条例第8条第
2項第1号

渋川警察署 無

69 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月26日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要であるため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無

70 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月26日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要であるため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無



No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

71 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月26日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要であるため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無

72 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月27日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要であるため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無

73 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年1月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要であるため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無

74 防犯カメラ設
置・運営事業

市長
総務部
防災危機管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年1月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要であるため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無

75 前橋市役所敷
地内監視カメ
ラ設置・運営
事業

市長
財務部
資産経営課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月26日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき捜
査上必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無

76 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月15日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

車両番号登録日、廃車日 刑事訴訟法第197条第2項の規定に基
づき、捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

宇都宮東警察
署

無

77 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月23日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

車種、総排気量、車名、車台番号、取得年月
日、廃車年月日

刑事訴訟法第197条第2項の規定に基
づき、捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無

78 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月5日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

車台番号、取得年月日 刑事訴訟法第197条第2項の規定に基
づき、捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

高崎警察署 無

79 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月8日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

登録年月日、車台番号 刑事訴訟法第197条第2項の規定に基
づき、捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無

80 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月14日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

排気量、車台番号、車名 刑事訴訟法第197条第2項の規定に基
づき、捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

伊勢崎警察署 無



No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目
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目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
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ン結合に
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81 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月22日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

車名、型式、車台番号、排気量、登録年月日
（取得年月日）

刑事訴訟法第197条第2項の規定に基
づき、捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無

82 軽自動車税賦
課事務

市長
財務部
市民税課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月25日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

車名、車体番号（車台番号） 刑事訴訟法第197条第2項の規定に基
づき、捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無

83 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月9日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

神戸西警察署 無

84 住民基本台帳
事務（カード
発行）

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月18日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

住基カード発行の有無（無） 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

兵庫県神戸西
警察署

無

85 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍地、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

三鷹警察署 無

86 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月30日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍地、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

小松川警察署 無
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87 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月30日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

小松川警察署 無

88 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月30日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

警視庁碑文谷
警察署

無

89 戸籍及び住民
票等の証明及
び写しの交付
事務

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

住民票の発行履歴、住民票の写し請求内容
（請求年月日、請求者、証明書の種類、提出
先、請求理由）

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

安中警察署 無

90 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

警視庁葛飾警
察署

無

91 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

警視庁調布警
察署

無

92 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

警視庁池上警
察署

無



No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

93 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

福岡県中央警
察署

無

94 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月14日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

北沢警察署 無

95 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

警視庁赤坂警
察署

無

96 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

警視庁交通部
交通執行課池
袋通告セン
ター

無

97 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

警視庁竹の塚
警察署

無



No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

98 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月26日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

警視庁成城警
察署

無

99 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月26日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

兵庫県神戸西
警察署

無

100 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月4日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

警視庁交通執
行課池袋通告
センター

無

101 戸籍及び住民
票等の証明及
び写しの交付
事務

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月5日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

戸籍及び住民票の異動の有無（無）、住民票
の発行履歴（無）、戸籍の発行履歴（有）、
本籍

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

群馬県警察本
部

無

102 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月6日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

警視庁練馬警
察署

無

103 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月9日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

警視庁新宿警
察署

無



No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

104 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

警視庁原宿警
察署

無

105 住民基本台帳
事務における
ドメスティッ
ク・バイオレ
ンス、ストー
カー行為等、
児童虐待及び
これらに準ず
る行為の被害
者保護の支援
措置

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

本籍、支援措置申請の有無（無） 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

警視庁西新井
警察署

無

106 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月10日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

生活保護の有無（有）、本籍、住所、受給開
始年月日、受給方法、保護費支給額、口座情
報、医療受診状況、心身の状況、学歴、扶養
義務者

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

高崎警察署 無

107 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

生活保護受給の有無、就業の有無、車両の有
無

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無

108 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月21日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☐住所

生活保護受給の有無（無） 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

広島県警察本
部

無

109 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月24日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

生活保護受給の有無、生活保護受給期間、支
給方法、保護受給額、口座情報、生活保護受
給時の住所、心身の状況、健康保険情報、資
産状況、年金状況、生活歴及び現況、犯歴、
本籍、学歴、職業、扶養義務者、居住状況、
保護決定履歴、保護経過記録、申請理由、保
護の種類

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無

110 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月25日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

本籍、年齢、居住状況、電話番号、学歴、職
業、扶養義務者、心身の状況、就労状況、収
入額、口座情報、保護決定履歴、申請理由、
生活歴及び現況、生活保護開始経過記録、保
護の種類、保護費支給額、婚姻歴

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無

111 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月30日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

本籍、職業、就労状況、保護決定履歴、保護
の種類、保護費支給額

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無



No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

112 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月31日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

保護受給の有無、保護決定履歴、保護費支給
額、口座情報、申請理由、資産状況、居住状
況、就労状況、心身の状況、負債状況、生活
歴及び現況、婚姻歴、年金情報、保護の種
類、学歴、扶養義務者、健康保険情報、収入
額、相談記録、面接記録、家族状況、本籍、
電話番号、職業，保護経過記録

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無

113 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月11日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

職業、保護決定履歴、保護費支給額 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無

114 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月11日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

申請理由、保護決定履歴、保護費支給額、保
護の種類、保護費支給日、心身の状況、扶養
義務者、電話番号、居住状況、口座情報

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

伊勢崎警察署 無

115 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

生活保護受給の有無、保護決定履歴、口座情
報、保護費支給額

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

太田警察署 無

116 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、心身の状況、就労状況、口座情
報、保護決定履歴、申請理由、生活歴及び現
状、保護の種類、保護費支給額、相談記録、
面接記録、犯歴

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無

117 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月18日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

保護決定履歴、保護受給期間、保護費支給
額、口座情報、電話番号、扶養義務者

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

吾妻警察署 無

118 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月19日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

申請理由、保護経過記録、生活歴及び現況、
保護決定履歴、保護費支給額、保護の種類、
心身の状況、居住状況、口座情報、犯歴

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無

119 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月5日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

生活保護相談の有無（無）、生活保護申請の
有無（無）、生活保護受給の有無（無）

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

兵庫県警察 無

120 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月6日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

本籍、年齢、居住状況、電話番号、学歴、職
業、扶養義務者、心身の状況、就労状況、収
入額、資産状況、負債状況、口座情報、保護
決定履歴、年金情報、申請理由、健康保険情
報、社会保険情報、介護保険情報、生活歴及
び現況、保護経過記録、保護の種類、保護費
支給額、犯歴、結婚歴、居住状況

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

渋川警察署 無



No. 事務の名称 所掌組織名 区分 形態 目的外提供年月日
目的外提供を行う
基本的な記録項目

目的外提供を行うその他記録項目 目的外提供を行う理由
目的外提供
を行う根拠

目的外提供先
オンライ
ン結合に
よる提供

121 家庭児童相談
事務

市長
福祉部
子育て支援課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月25日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、扶養義務者、相談経過記録、心身
の状況、生活歴及び現況、結婚・離婚歴、生
育歴、職業・職歴

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

埼玉県東入間
警察署

無

122 介護保険制度
に係る要介護
認定及び要支
援認定に関す
る事務

市長
福祉部
介護保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月16日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

認定申請年月日、申請区分、要介護状態区
分、認定有効期間、電話番号、受診医療機
関、心身の状況、生活状況、サービス利用状
況、申請者

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

高崎警察署 無

123 介護保険制度
に係る要介護
認定及び要支
援認定に関す
る事務

市長
福祉部
介護保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月22日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

認定申請年月日、認定日、電話番号、受診医
療機関、心身の状況、生活状況、サービス利
用状況、要介護状態区分、認定有効期間

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無

124 畜犬登録事務 市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

犬の登録情報、狂犬病予防注射の実施状況、
行政指導の有無（無）

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無

125 食品営業許可
事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月4日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、資格情報 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無

126 食品営業許可
事務

市長
健康部
衛生検査課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月16日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

電話番号、資格情報 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無

127 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月11日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格履歴、医療機関（歯科）受
診履歴（平成26年8月～資格喪失まで）
（無）

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無

128 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険被保険者証発行年月日、国民健
康保険被保険者証回収年月日（無）、医療機
関受診履歴（平成30年1月～令和元年7月）、
電話番号

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

桐生警察署 無

129 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無（無）、国民健康保
険資格履歴、記号番号、医療機関受診履歴

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

石川県警察本
部

無

130 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険加入の有無、医療機関受診履歴
（無）

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無
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131 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

現在の国民健康保険資格の有無（無）、国民
健康保険資格履歴、受診履歴（無）

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無

132 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

医療機関受診履歴（令和元年5月21日から令
和元年8月31日まで）

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

福島県会津若
松警察署

無

133 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

医療機関受診履歴（無） 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

埼玉県東入間
警察署

無

134 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月3日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無、国民健康保険資格
履歴、医療機関受診履歴

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無

135 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無、国民健康保険資格
取得年月日、医療機関受診履歴（令和31年1
月～令和元年9月まで）

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無

136 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無、国民健康保険資格
取得年月日、保険証記号番号、医療機関受診
履歴（令和31年1月～令和元年10月）

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

石川県警察本
部

無

137 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月24日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険加入の有無、医療機関受診履歴
（無）

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無

138 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無、国民健康保険資格
取得年月日、国民健康保険資格届出年月日、
保険証記号番号、医療機関受診履歴（令和31
年1月～令和元年10月）

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

警視庁 無

139 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年1月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格履歴（平成29年7月以
降）、医療機関受診履歴

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

警視庁城東警
察署

無

140 許可書交付関
係事務

市長
環境部
廃棄物対策課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

一般廃棄物収集運搬業許可の有無（無）、一
般廃棄物処分業許可の有無（無）、本籍

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無
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141 産業廃棄物処
理業許可事務

市長
環境部
廃棄物対策課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

産業廃棄物収集運搬業許可の有無（無）、産
業廃棄物処分業許可の有無（無）、特別管理
産業廃棄物収集運搬業許可の有無（無）、特
別管理産業廃棄物処分業許可の有無（無）、
本籍

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無

142 許可書交付関
係事務

市長
環境部
廃棄物対策課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

一般廃棄物収集運搬業許可の有無（無）、一
般廃棄物処分業許可の有無（無）、本籍

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無

143 産業廃棄物処
理業許可事務

市長
環境部
廃棄物対策課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月13日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☐住所

産業廃棄物収集運搬業許可の有無（無）、産
業廃棄物処分業許可の有無（無）、特別管理
産業廃棄物収集運搬業許可の有無（無）、特
別管理産業廃棄物処分業許可の有無（無）、
本籍

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無

144 市営立体駐車
場（千代田町
二丁目、5番
街、城東町立
体駐車場）防
犯カメラ設
置・運営事業

市長
産業経済部
にぎわい商業課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月19日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿、自動車登録番号、車両番号（ナンバー
プレート）

刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無

145 市営住宅管理
事務

市長
都市計画部
建築住宅課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

電話番号　住宅使用料　駐車場情報 刑事訴訟法第197条第2項の規定に基
づき、捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無

146 市営住宅管理
事務

市長
都市計画部
建築住宅課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

入居年月日　退去年月日　勤務先　電話番号
住宅使用料　滞納状況　金融機関　口座番号
続柄

刑事訴訟法第197条第2項の規定に基
づき、捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無

147 市営住宅管理
事務

市長
都市計画部
建築住宅課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年1月8日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

駐車場情報 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

群馬県前橋警
察署

無

148 駅前駐輪場・
駐車場監視カ
メラ設置運営
事業

市長
建設部
道路管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月22日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無

149 駅前駐輪場・
駐車場監視カ
メラ設置運営
事業

市長
建設部
道路管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月26日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無

150 駅前駐輪場・
駐車場監視カ
メラ設置・運
営事業

市長
建設部
道路管理課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月5日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

容姿 刑事訴訟法第197条第2項に基づき、
捜査に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋警察署 無
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151 災害受信・出
動指令関係

消防長
消防局
通信指令課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月9日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

119番通報の音声記録 刑事訴訟法第197条第2項の規定に基
づき、捜査に必要であるため。

条例第8条第
2項第1号

前橋東警察署 無

152 救急出動状況 消防長
西消防署

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月28日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

職業、観察処置の経過、初診医所見、救急隊
現場到着時の所見、救命処置等の内容

民事訴訟法第226条に基づく訴訟上
の証拠資料として必要なため。

条例第8条第
2項第1号

前橋地方裁判
所

無

153 被保険者に係
る療養の給付
事務

市長
健康部
国民健康保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月7日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☑生年月日
☑住所

国民健康保険資格の有無（無）、国民健康保
険資格履歴、国民健康保険の区分、医療機関
受診履歴

刑事訴訟法第507条に基づき、裁判
執行に必要なため。

条例第8条第
2項第1号

高崎区検察庁 無

154 消費生活相談
業務

市長
市民部
生活課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月10日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 特定商品取引に関する法律に基づく
調査のため。

条例第8条第
2項第2号

群馬県生活文
化スポーツ部
消費生活課

無

155 消費生活相談
業務

市長
市民部
生活課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月10日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 特定商品取引に関する法律に基づく
調査のため。

条例第8条第
2項第2号

群馬県生活文
化スポーツ部
消費生活課

無

156 消費生活相談
業務

市長
市民部
生活課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月20日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 電気通信事業法に基づく調査のた
め。

条例第8条第
2項第2号

総務省電気通
信消費者相談
センター

無

157 消費生活相談
業務

市長
市民部
生活課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月23日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 電気通信事業法に基づく調査のた
め。

条例第8条第
2項第2号

総務省電気通
信消費者相談
センター

無

158 消費生活相談
業務

市長
市民部
生活課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月25日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

電話番号 電気通信事業法に基づく調査のた
め。

条例第8条第
2項第2号

総務省電気通
信消費者相談
センター

無

159 農地法事務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

所有権以外の権利（永小作権・借地権・賃借
権等）設定の有無、農地転用許可年月日、農
地転用許可内容

前橋市が施工する水道施設更新事業
に必要な用地の取得に伴い、用地買
収権利者の権利関係特定に必要なた
め。

条例第8条第
2項第5号

前橋市水道局
浄水課

無

160 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

利用権設定の有無（農用地の賃借）、利用権
設定期間

前橋市が施工する水道施設更新事業
に必要な用地の取得に伴い、用地買
収権利者の権利関係特定に必要なた
め。

条例第8条第
2項第5号

前橋市水道局
浄水課

無
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161 農業年金事務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

農業者年金の有無（無） 前橋市が施工する水道施設更新事業
に必要な用地の取得に伴い、用地買
収権利者の権利関係特定に必要なた
め。

条例第8条第
2項第5号

前橋市水道局
浄水課

無

162 贈与税・相続
税の納税猶予
の特例農地に
係る管理事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

納税猶予の特例農地等の有無（無） 前橋市が施工する水道施設更新事業
に必要な用地の取得に伴い、用地買
収権利者の権利関係特定に必要なた
め。

条例第8条第
2項第5号

前橋市水道局
浄水課

無

163 民生委員関係
事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月11日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

民生委員児童委員の委嘱歴及び受章歴、本
籍、死亡日

内閣府における栄典授与審査のため
（内閣府設置法第 4条第 3項第 28
号）。

条例第8条第
2項第6号

前橋地方法務
局

無

164 農地法事務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☐氏名
☐性別
☐生年月日
☐住所

地目、地積、地番、農地法第4条の許可状況
の有無（無）、農地法第5条の許可状況の有
無

（都）赤城山線の用地取得に伴い、
土地収用法第68条により権利消滅に
伴う補償を適正に実施するため。

条例第8条第
2項第6号

前橋土木事務
所

無

165 贈与税・相続
税の特例にか
かる管理事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

納税猶予の有無（無） （都）赤城山線の用地取得に伴い、
土地収用法第68条により権利消滅に
伴う補償を適切に実施するため。

条例第8条第
2項第6号

前橋土木事務
所

無

166 農業者年金事
務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、農業者年金受給の有無
（無）

（都）赤城山線の用地取得に伴い、
土地収用法第68条により権利消滅に
伴う補償を適切に実施するため。

条例第8条第
2項第6号

前橋土木事務
所

無

167 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年10月15日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、権利設定の有無（無）、
権利の種類（無）

（都）赤城山線の用地取得に伴い、
土地収用法第68条により権利消滅に
伴う補償を適切に実施するため。

条例第8条第
2項第6号

前橋土木事務
所

無

168 農地法事務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年11月25日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

地目、地積、地番、農地法第4条の許可状
況、農地法第5条の許可状況（無）

（都）赤城山線の用地取得に伴い、
土地収用法第68条により権利消滅に
伴う補償を適正に実施するため。

条例第8条第
2項第6号

前橋土木事務
所

無

169 贈与税・相続
税の特例にか
かる管理事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

納税猶予の有無（無） （一）三夜沢国定停車場線の用地取
得に伴い、土地収用法第68条により
権利消滅に伴う補償を適切に実施す
るため。

条例第8条第
2項第6号

前橋土木事務
所

無

170 農業者年金事
務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、農業者年金受給の有無
（無）

（一）三夜沢国定停車場線の用地取
得に伴い、土地収用法第68条により
権利消滅に伴う補償を適切に実施す
るため。

条例第8条第
2項第6号

前橋土木事務
所

無
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171 農地法事務 農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

農地法の許可状況の有無（無） （一）三夜沢国定停車場線の用地取
得に伴い、土地収用法第68条により
権利消滅に伴う補償を適切に実施す
るため。

条例第8条第
2項第6号

前橋土木事務
所

無

172 農用地利用集
積事務

農業委員会
農業委員会事務局

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和元年12月17日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☐生年月日
☑住所

土地の所在、地目、権利設定の有無、権利の
種類

（一）三夜沢国定停車場線の用地取
得に伴い、土地収用法第68条により
権利消滅に伴う補償を適切に実施す
るため。

条例第8条第
2項第6号

前橋土木事務
所

無

173 住民基本台帳
事務

市長
市民部
市民課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年4月1日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☑性別
☐生年月日
☑住所

日本赤十字社活動資金協力納入用紙
の宛名管理を正確に行うため。

条例第8条第
2項第7号

日本赤十字社
群馬県支部前
橋市地区（地
区長前橋市
長）

無

174 生活保護法施
行事務

市長
福祉部
社会福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年1月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

生活保護受給の有無（無） 令和元年度群馬県在宅重度障害者介
護手当の支給に関して、受給資格の
確認を必要とするため。

条例第8条第
2項第7号

群馬県障害政
策課

無

175 介護保険制度
に係る保険給
付に関する事
務

市長
福祉部
介護保険課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年1月29日 ☐個人番号
☐その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

介護者名、給付実績情報（介護保険サービ
ス）

令和元年度群馬県在宅重度障害者介
護手当の支給に関して、受給資格の
確認を必要とするため。

条例第8条第
2項第7号

群馬県健康福
祉部障害政策
課

無

176 介護給付費等
支給決定事務

市長
福祉部
障害福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年1月29日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

障害者に関する介護給付費等の受給の状況、
障害福祉サービスを利用していない理由

令和元年度群馬県在宅重度障害者介
護手当の支給に関して、受給資格の
確認を必要とするため。また、サー
ビスを利用していない理由の提供を
求められたため。

条例第8条第
2項第7号

群馬県障害政
策課

無

177 福祉作業所・
心身障害者デ
イサービスセ
ンター管理運
営事務

市長
福祉部
障害福祉課

☐利用
☑提供

☑一時的
☐時限的
☐経常的

令和2年1月29日 ☐個人番号
☑その他識別番号
☑氏名
☐性別
☑生年月日
☑住所

施設の利用状況（無）、障害福祉サービスを
利用していない理由

令和元年度群馬県在宅重度障害者介
護手当の支給に関して、受給資格の
確認を必要とするため。また、サー
ビスを利用していない理由の提供を
求められたため。

条例第8条第
2項第7号

群馬県障害政
策課

無


